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はじめに

土地は個別性が強いため、実務では市販の専門書やネット情報では解

決できない悩ましい事例に多数出合います。したがってその都度判断

し、自ら解決していかなければなりません。そして申告後もその判断が

正しかったのか、税務調査で指摘されないだろうか、と常に不安がつき

まといます。

このような相続実務の中で生じる疑問点に対し、評価の方向性のひと

つを示したのがこの書籍です。

筆者のところには、税理士・会計士の先生方が実務で直面する「悩ま

しいこと」が「解決しなければならない課題」として毎日数多く寄せら

れます。私はその先生方からの「解決課題」つまり生の現場から生じる

個別の具体的な質問を毎日千本ノックのように浴び、回答し続け解決の

お手伝いをしています。

その回答は財産評価基本通達、国税庁HP質疑応答事例はもちろん、

過去の判例、国税不服審判所の裁決例、市販の専門書の解説等をベース

にしており、そこに土地の時価の専門家・不動産鑑定士としての視点を

プラスしたものになります。

土地の時価は1円単位で決まるものではありません。幅があります。

私たち評価に携わる者は時価を大幅に上回るような過大評価を防ぎつ

つ、市場相場の範囲内かつ適正な「落としどころ」に評価額を落ち着か

せる必要があります。

時には「時価として正しいか」に時間をかけるよりも「いかに税務署

に是認されるか」に軸足を置いてスピーディーに相場範囲内の評価額を

算出することも求められます。
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土地評価の考え方、捉え方は様々あって正解もひとつとは限りませ

ん。多様な現場実務の中においてこの書籍の回答が解決策・方向性のひ

とつとして参考になるのであれば幸いです。�

　令和4年7月

� 不動産鑑定士　鎌倉靖二
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1-1　1,500㎡の土地の一部に床面積 50㎡の平屋の倉庫が建っている場合の評価単位 1

�1,500㎡の土地の一部に床面積 50㎡の平屋の倉庫が
建っている場合の評価単位1-1

A　宅地部分の面積は建物の床面積ではなく、現実に宅地として利
用している部分、つまりは建物周りのスペース（屋根の軒の出、

通路、プロパンガス、エアコンの室外機など）も含めて宅地の面積とす

るのが一般的です。

物理的にブロック塀などで仕切られている範囲で判断しても結構です。

建ぺい率で割り戻すというのもひとつのやり方です。（平屋の床面積

÷建ぺい率）例えば建ぺい率50％の地域であれば、50㎡÷0.5＝100㎡

が宅地、雑種地が1,400㎡ということになります。

また、評価対象地が市街化調整区域にある場合は、役所に行けばその

倉庫を建築したときの開発許可を受けた開発区域の面積がわかるはずで

すので、宅地面積は開発許可を受けた開発区域の面積になります。

色々な考え方がありますが、今回の場合、宅地部分が平屋の床面積と

約1,500㎡の土地の一部に床面積50㎡の平屋の倉庫が
建っています。倉庫以外の部分は未利用の雑種地です。こ

のような場合、評価単位を2つに分けた方がいいと思うのですが、
評価単位ごとの面積内訳はどのように算出すればよろしいのでしょ
うか？宅地部分は50㎡、雑種地は1,450㎡でよろしいでしょうか？

Q

「評価単位、地目判定」「評価単位、地目判定」1 税理士を
悩ませる



1-2　自宅敷地に隣接する畑の評価単位2 １　税理士を悩ませる「評価単位、地目判定」

一致する50㎡というのはおすすめできません。現地の利用状況や役所

で確認できる資料などから50㎡より広い面積を念頭に、総合的に判断

してください。

�

倉庫敷地部分を宅地として評価する場合は、
平屋の倉庫の床面積より広い面積で評価単
位を分ける

倉庫
床面積 50㎡

雑種地
1,500 ㎡



1-2　自宅敷地に隣接する畑の評価単位 3

A まず評価単位ですが、家庭菜園のような畑であれば庭の一部と

捉えて全体を宅地として一体評価します。畑が農作物を出荷し

ているような場合や規模が大きい場合は、宅地と畑は別の評価単位と

なります。

そして別々の単位で評価する場合の畑の方の評価は、次図のように考

えて評価します。

自宅敷地に隣接する畑の評価単位1-2

評価対象地は中間画地ですが、道路側に宅地、裏に畑が
あります。畑部分は道路に接していません。	 	

　このような場合、裏の畑はどのように評価すればよいのでしょ
うか?	 	
　宅地と一体で評価するのでしょうか、それとも宅地と畑は別の評
価単位になるのでしょうか？

Q



1-3　5棟のアパートの敷地の評価単位4 １　税理士を悩ませる「評価単位、地目判定」

〈宅地と畑を一体評価する場合〉 〈宅地と畑を別々に評価する場合〉

正面路線

建物敷地

家庭菜園

44m

27ｍ

正面路線 2m

宅地
520㎡

被相続人所有

畑
440㎡

被相続人所有

44m

24m

20m

25ｍ

〈宅地と畑を別評価単位とする場合の畑の評価〉
間口距離　2ｍ
奥行距離　44ｍ
想定整形地奥行距離　44ｍ
想定整形地間口距離　25m 
かげ地は25ｍ×44ｍ－440㎡＝660㎡
（かげ地は宅地の面積 520㎡ではない、
25ｍ×24ｍ＝600㎡でもない）
 
※畑は正面路線に接していないので間口距離
は想定で 2ｍ（接道義務を満たす間口距離）と
するが、道路に接する土地が被相続人所有な
ので無道路地の評価はしない（評価明細書の
無道路地の欄は空欄ということ）。

〈宅地と畑を1つの評価単位で評価する場合〉
宅地 520㎡、畑（家庭菜園）440㎡を
まとめて960㎡の一画地として評価



1-3　5棟のアパートの敷地の評価単位 5

A 結論からいいますと、原則通り、建物敷地ごとに5評価単位とな

ります。

評価単位を分ける際は、設計図面や役所で閲覧可能な建築計画概要書

の中の配置図を参考にするとよいでしょう。これら資料がない場合は、

接道義務を満たす最短の間口距離（2ｍという場合が多い）は確保して、

無道路地にならないようにして評価単位を分けます。

また、ご相談の一括借り上げ契約は、

①一括借り上げ契約は棟ごとの契約を１通の契約書にまとめたもの

②各建物は増築でも附属建物でもなく、各々が独立した構造

③借り上げ会社の敷地利用権は各建物の敷地の範囲ごとに及んでいる

と解釈されることから、建物の敷地ごとに評価単位を分けることにな

ります。

�5 棟のアパートの敷地の評価単位1-3

対象地に5棟のアパートが建っており、土地も建物も被
相続人名義です。

住宅メーカーに家賃保証してもらって一括借り上げ契約を結んで
賃貸しており、契約書も1本です。
このような場合、評価単位は原則通り、建物の敷地ごとに5単位

なのか、それとも全体地を1つの評価単位とするのか、いずれで
しょうか？

Q
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「一括借り上げ」という言葉のイメージから、5棟の建物の敷地をま

とめて1つの評価単位と捉える方が多いのですが、これは、国税不服審

判所でも争われており、評価単位は建物の敷地ごと、と結論がでていま

す。以下の裁決要旨も参考に「複数棟のアパートは建物敷地ごとに評価

単位を分ける」と理解してください。

請求人らは、①本件被相続人がＡ社（本件賃借会社）に対して同時期に共同

住宅５棟（本件各共同住宅）を一括で賃貸する建物等一括賃貸借契約（本件契約）

を締結していたこと、②本件契約において敷地の使用範囲が３筆の宅地（本件各

宅地）の全体に及ぶ旨が定められていることからすると、本件賃借会社の敷地利

用権は本件各宅地の全体に及んでいるので、本件各宅地をそれぞれ取得した者

（２名）ごとに、２画地の宅地として評価すべきである旨主張する。しかしなが

ら、一般に、建物の賃借人は、建物の賃貸借契約の性質上当然に、建物の使用目

的の範囲内においてその敷地の利用権を有するものと解され、所有する宅地の上

に貸家が複数ある場合、各貸家の敷地に、各貸家の使用目的の範囲内において利

用権がそれぞれ生じ、その利用権に基づき各貸家の敷地がそれぞれ利用されるこ

ととなるところ、①本件契約は、その実態において、本件各共同住宅の棟ごとに

締結された賃貸借契約を１通の契約書としたにすぎないと認められ、また、②本

件各共同住宅は、構造上各棟がそれぞれ独立した建物であり、各棟が一体のもの

として機能していた特段の事情があるとも認められないことからすると、本件各

宅地の上に存する本件各共同住宅の賃借人である本件賃借会社の敷地利用権の

及ぶ範囲は、本件各共同住宅（５棟）の敷地ごとに及んでいるものと認めるのが

相当である。そうすると、本件各宅地は、財産評価基本通達７−２《評価単位》

により、遺産分割後の所有者単位に基づき、本件各宅地をそれぞれ取得した者

（２名）ごとに区分し、その上で、区分した各宅地に存する本件各共同住宅の敷

地ごとに区分することとなるから、本件各土地の評価単位は、５画地とすること

が相当である。（平26.�4.25�東裁（諸）平25-111）

� （出所：国税不服審判所裁決要旨検索システム）
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下図は〈TAINSコードＦ０−３−４０１〉

��　

当審判所が認定した本件各宅地の区分（評価単位）

本件審判所
認定A敷地
345.15 ㎡

本件審判所
認定 B敷地
331.91 ㎡

本件審判所
認定 E敷地
430.25 ㎡

本件審判所
認定D敷地
418.31 ㎡

本件A
共同住宅

本件 B
共同住宅

本件 E
共同住宅

本件D
共同住宅

本件C
共同住宅

本件審判所
認定C敷地
762.08 ㎡

は、駐車場を示す。注２：

は、上の矢印間の距離と下の矢印間の距離とが同距離であることを示す。注５：

注１： は、本件宅地の範囲を示す。

は、当審判所が認定した本件各共同住宅の各敷地の境界を示す。注４：

は、階段を示す。注６：

は、ブロック塀を示す。注３：
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Ａ 結論からいいますと、この場合の評価単位は1となります。

450㎡の土地を1人に賃貸しているのであれば、450㎡を1単

位とした貸宅地の評価になります。ただし、必ず土地の賃貸借契約書で

契約期間や賃貸借の開始日、利用目的を確認してください。例えば一人

の人に貸している土地であっても、契約書が3本あって、それぞれの画

�2 棟の建物と月極駐車場で利用されている�
貸宅地の評価単位1-4

相続財産の中に第三者へ貸している1筆の土地450㎡が
あるのですが、借地している人が2棟の建物（自宅200㎡、

アパート200㎡）を建て、空いているところ50㎡は月極駐車場に
しています。土地の賃貸借契約書をみると妥当な賃料で450㎡を1
人の人が借りている契約になっています。この場合の評価単位は、
利用単位ごとに3単位ですか？それとも全体で1単位ですか？

道路
自宅敷地
200㎡

A 第三者 B
450 ㎡の土地を賃貸

その後

第三者 B　が自宅敷地（200㎡）、アパート敷地（200㎡）、駐車場（50㎡）として利用

自宅

駐車場
50㎡

アパート敷地
200㎡

アパート

Q




